
　医療費のうち保険が適用される診療が対象です。
　加入している健康保険組合などから、高額療養費や附
加給付金などが支給される場合はその分を除いた額を助
成します。

▶受給資格対象者
   こども医療費制度
　18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童を
養育しているかた

   ひとり親家庭等医療費制度（所得制限あり）
　ひとり親家庭などの18歳年度末までの児童（一定の障
がいがある児童は20歳未満まで）とその母（父）または養
育者

   重度心身障害者医療費制度（所得制限あり）
次のいずれかに該当するかた
・ 1級～3級の身体障害者手帳をお持ちのかた
・ ◯Ａ ～Bの療育手帳をお持ちのかた
・ 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
・  65歳以上のかたで、埼玉県後期高齢者医療広域連合
　 などの障害認定を受けているかた
※初めて該当したときの年齢が65歳以上の場合は対象外

   重度心身障害者医療費（精神通院医療費）制度（所得制限あり）
　2級の精神障害者保健福祉手帳かつ自立支援医療（精
神通院医療費）受給者証をお持ちのかた
※初めて該当したときの年齢が65歳以上の場合は対象外

   申請方法
【県内の指定医療機関などの場合】
　各福祉医療制度の受給資格証の提示で、医療費（一部
負担金）の支払いが不要となります。
※重度心身障害者医療費（精神通院医療費）制度を受給されている
かたは自立支援医療（精神通院医療）の自己負担金のみ助成とな
ります。
※後期高齢者医療保険加入者以外のかたで、ひと月の一部負担金
がひと医療機関21,000円以上、70～75歳未満のかたは外来
8,000円以上、入院15,000円以上の場合、または人工透析など
長期高額疾病受給者で社会保険、国民健康保険加入者は一部負
担金をお支払いいただきます。支払い後は指定医療機関以外の
場合に準じた手続きを行ってください。

【指定医療機関以外の場合】
　申請書に必要事項を記入し（月・医療機関ごと）、領収
書欄に医療機関で証明を受けるか、医療機関が発行した
領収書を添付のうえ、提出場所へ提出してください。
※医療機関により別途証明料を請求される場合があります。

   提出場所
　こども保育課、福祉課、東児童館、西児童館

環境課環境衛生担当問合せ 

手数料

申し込み

持ち物　  

その他

  注射前後
の注意

１頭　3,500円（予防注射にかかる費用及び注射済票交付手数料）

当日、会場へ

飼い犬の登録をされているかた▶「集合狂犬病予防注射のお知らせ」はがき
飼い犬が未登録のかた▶別途、新規登録手数料3,000円
※未登録のかたには、お知らせはがきは届きません。
会場に来られない場合は、お知らせはがきを持参して動物病院で接種してください。
市外の動物病院で接種した場合は、「狂犬病予防注射済証」とお知らせはがきを環境課へ
提出し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
犬の体調が優れない場合は、体調が回復してから注射を受けてください。また、注射後
に様子がいつもと違う場合は、動物病院へ相談してください。

毎年4月1日～6月30日に予防注射を受けましょう。
集合狂犬病予防注射日程集合狂犬病予防注射日程

日にち 午前10時～11時 午後1時30分～2時30分

八幡公園

勤労者体育センター駐輪場前
保健福祉総合センター

（はぴすしらおか）公用車駐車場

４月７日㈫

４月８日㈬

４月９日㈭

JA南彩　大山集出荷所

篠津久伊豆神社

太田新井行政区集会所
※天候により中止になる場合があります。

こども医療費制度、ひとり親家庭等医療費制度▶
こども保育課こども給付担当
重度心身障害者医療費制度、重度心身障害者医療費
（精神通院医療費）制度▶福祉課障がい者福祉担当

問合せ 

対　　　　象 白岡市空家等除却補助金を利用して空家などを除却した跡地の所有者
                   ※固定資産税の課税標準の特例（住宅用地特例）を受けていない、営利目的で使用している、所有者が相続以外の
                           理由で変更 された跡地は対象外。
補助対象経費 住宅用地特例から除外された補助対象地の固定資産税
補 助 金 額 「除却年の1月1日を賦課期日とした補助対象地に係る住宅用地特例が適用された固定資産
                   税等の税相当額」と「除却年の翌年度における補助対象地に係る固定資産税等の税相当額」
                   との差額（100円未満切り捨て、最大2年間）
                   ※支払いは令和9年度以降
申　　　　請 白岡市空家等除却補助金の請求後に環境課または市公式ホームページにある申請書を窓口へ

対　　　　象 市内にある昭和56年以前に建築され、1年以上居住または使用されていない一戸建て住
　　　　　　 宅（店舗などの用途を兼ねるものは、床面積が延べ面積の1/2未満であれば該当）
補助対象経費 空家などの除却工事、除却工事によって排出された廃材の撤去、廃材の処分（家財処分費 
　　　　　　 用を除く。）
補 助 金 額 補助対象経費の合計額の1/2（1,000円未満切り捨て、上限300,000円）
申　　　　請 環境課または市公式ホームページにある申請書を窓口へ
　　　　　　 ※必ず工事着手前に申請してください。すでに除却済みのものは対象外。
受 付 期 間 4月8日㈬～予算に達するまで

白岡市空家等除却補助金

白岡市空家等除却に係る固定資産税相当額補助金　

　除却工事、廃材の撤去などに対して補助金を給付します。（令和10年度で終了予定）

環境課環境保全担当問合せ 

駅周辺空き店舗出店支援事業補助金

空き店舗への新規出店者に、改修工事費・賃借料の一部を予算の範囲内で補助します

対象事業
　白岡駅・新白岡駅周辺の商業地域、近隣商業地域内や各駅から概ね半径３００ｍ以内の
空き店舗で、新規事業者が２年以上継続することを見込んで行う小売業・飲食業

対象店舗
　事業用に使用されていた賃貸用店舗物件で、３か月以上事業が継続して行われて
いない店舗（使用実績が無い場合は建築後１年以上経過している店舗）

対象者
①市税などを滞納していない
②空き店舗の所有者が新規出店者（法人は代表者）と同一人、配偶者、２親等以内の血族または婚族ではない
③白岡市商工会に事業計画書及び収入予算書の確認を受けている
④改修工事の補助を受ける場合は、令和９年３月１５日（月）までに工事を完了し、市に実績報告書を提出できる

白岡市空き店舗情報登録制度
　市内の空き店舗情報を市公式ホームページで２年間掲載し、売りたいかた、
買いたいかた、貸したいかた、借りたいかたの、マッチングを支援します。

商工観光課商工振興担当問合せ 

補助対象経費
改修工事に関する経費

賃借料（敷金・礼金を除く。）

補助率

1/2以内

補助限度額
600,000円
100,000円／月

補助期間など
1回限り

12か月以内※
※賃借料のうち、年度をまたぐ月分の補助は翌年度の予算状況により交付決定します。

▲詳細はこちら

詳細はこちら▶
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